【３】生徒指導関係

《１》　生徒心得

高田高校の生徒として、充実した３年間を過ごすために、お互いに協調し、
助け合って努力することが大切です。全体の一員としての自覚に立って
マナーやルールにそった行動をとろう。

（１）基本的態度
　　　　①　本校生としての自覚と誇りを持ち、常に責任ある行動をすること。
　　　②　すすんで挨拶をし、礼儀正しく気品ある行動をすること。
　　　③　人の心の痛みが分かる心優しい言動を心がけること。

（２）生　　　活
　　　①　部活動や生徒会活動には積極的に参加すること。
　　　②　学校では級友と共に学習する雰囲気を高める努力をすること。
[bookmark: _Hlk213659424]　　　③　学校生活に不必要な物（高価な品物、多額の金銭、漫画・雑誌、化粧品等）を持って
こないこと。
　　　　　④　紛失防止のために持ち物にすべて記名すること。また、自転車・単車の施錠は必ず行
うこと。
　　　　　⑤　原則、校内および登下校においては本校指定の制服を着用すること。
　　　　　⑥　校外および登下校においては交通法規を守り交通安全に努めること。
　　　　　⑦　公共物を大切に扱い、清掃に真面目に取り組み、環境美化に努めること。
　　　　　⑧　学校が禁止する場所、施設には出入りをしないこと。
　　　　　⑨　交際は高校生らしい清らかな行動であること。（出会い系サイトの利用禁止）
　　　　　⑩　次の事柄については担当教師に届け出るか、学校の許可を受けること。
　　　　　　　届出	（ア）遅刻、欠席、外出、早退、欠課
（イ）校内の器物等公共物の破損、突発的事故
（ウ）海外旅行
　　　　　    許可	（ア）自転車・単車通学等
　　　　　	       （イ）校内の集会、ポスター等の掲示
　　　　　	       （ウ）校具の持ち出し・使用、特別な場所（各準備室等）への出入り
　　　　　	       （エ）長期休業中のアルバイト（原則禁止）
（オ）校舎内での防寒具の着用

（３）そ　の　他
忌引については以下のとおりとする。

①父母　　　　　　　　･･･　７日　
②祖父母、兄弟、姉妹　･･･　３日
③曾祖父母、叔父叔母　･･･　１日
④その他同居の親族　　･･･　１日






《２》生徒指導諸規定
（１）服装・頭髪等
①　服装上の心得
　　　　  　　服装、身だしなみは、その人の人格、教養を端的に示すものである。質素、清潔に
心がけ、高校生らしい清潔感のある身なりであること。尚、制服については校則に
適合した規格のものを正しく着こなすこと。
②　制　　　服
　　　　　　(ア)　制　　服
冬服、夏服、合服ともすべて本校指定（色型）のものを着用すること。
（a）棒ネクタイ・蝶ネクタイについては、本校指定のもの（緑、赤、金）を着用　
する。
ただし、普段の着用は個人の判断とする。
（b）気候に応じて、学校が認める服装（体操服、部活動顧問が認めるジャージ
・T シャツ、文化祭Tシャツ等）での登下校は認める。
私服での登下校は認めない。
[bookmark: _Hlk213660627]　　　　　　(イ)　靴　　下
原則、白色・紺色・黒色を基調としたものとする。ただし、次の条件を
守ること。
(a) ルーズソックスは禁止。
(b) 防寒着としての女子のタイツは黒、ベージュの無地を基調とする。
　　　　    (ウ)　靴
[bookmark: _Hlk213660805]	　　　       運動靴または短靴（ローファー等）とする。スリッパ・体育館シューズ及び
グランドシューズは学年ごとに学校指定のものとする。
　　　　    (エ)　ベルト
	　　　       男子は黒色、茶色を基調とする、派手でないもの。
女子の着用は原則禁止。（スラックス着用者は除く）
③　頭　　　髪
　    (ア)　男子の髪形については清潔感があるものとし、パーマ・染色・脱色は
禁止する。
　　　    　(イ)　女子の髪形については清涼感があるものとし、パーマ・染色・脱色は
禁止する。
④　そ　の　他・・・　ピアス・マニキュア・化粧・装飾品（指輪・ネックレス等）は
禁止。
⑤　本校の正装（制服）※式典（始業式・終業式・入学式・卒業式等）での制服は正装
[bookmark: _Hlk213674725]とする。
（ア）冬服　男女とも指定のブレザー、カッターシャツ、棒・蝶ネクタイ（金）
ベスト※男子は自由、スラックス・スカート
（イ）合服　男女とも指定のカッターシャツ、棒・蝶ネクタイ（金）
ベスト※男子は自由、スラックス・スカート
（ウ）夏服　男女とも指定のポロシャツ・オーバーブラウス、女子リボン、
スラックス・スカート
　　　　　	  ※注意点 ・カッターシャツはスラックス・スカートの中にいれる
　　　　　　　　 　	    ・シャツの下に着た服がはみ出ないように着ること
　　　　　　　　　　　　・スラックスはウエストで留め、裾が床を引きずらないようにはくこと
　　　　　　　　　　　　・スカート丈は膝にかかる丈であること
・靴下は黒または紺とし、女子ストッキングは無地でベージュとする
　　　　　	  ※冬服・夏服・合服の着用期間は特に設けず、気候や気温体調に応じて各自で
判断する。
　　　          ※入学式、卒業式は冬服とする。
⑥　防寒具
               冬季に使用する防寒具は、着用期間は特に設けず、気候や気温体調に応じて各自で
判断する。
　　　　　    （ア）防寒着について
（ａ）華美でないもので、自転車等の運転に支障のないものとする。
（ｂ）防寒着の着用は登下校時のみとし、教室・廊下等での着用は認めない。
ただし、体調不良の時はクラス担任の許可を得ること。
（イ）部活動で統一されたジャンパー等について
（ａ）部活動顧問が認めたジャンパー等について登下校時の使用を許可
する。

　　　　　    （ウ）セーターについて
　　　		     （ａ）冬服着用時に使用を認める。（購入は希望者のみ）
　　　	            （ｂ）指定セーター以外のセーターは着用できない。
（エ）その他
　　　　	      手袋・マフラーの着用は、登下校時のみとし、華美でないものとする。
教室・廊下等での着用は認めない。
　　
（２）交通関係
①　通学許可等の条件について
(ア)　自転車・単車で通学をする者は、雨天時に雨カッパを必ず着用すること。
　　　　　 (イ)　自転車・単車で通学をする者は、所定の場所に整列して駐輪し、必ず施錠する
こと。
　　	    (ウ)　自転車・単車通学については、申請により学校から許可された者に限り通学を
認める。
(エ)　自転車・単車通学については、ヘルメットを必ず着用すること。
　　	    (オ)　自転車通学については、自転車保険に加入すること。
(カ)　自転車で道路交通法に違反して者は、単車と同様に指導措置を課す
　　	    (キ)　単車通学について
最も安全な通学手段を用いて通学させるという学校の方針から、単車による通学
及び免許取得は原則として禁止するが、次の場合は審査を経て特別に許可する。
　	   (a)自宅から学校までの距離が６㎞以上３０㎞以内。
　	         (b)自宅から学校まで通学距離が３０㎞以上の場合、実際の通学にバス・ＪＲ
等を同時に利用していれば審査を経て一部の区間を許可することができる。
※途中のバイクの管理がきちんとできること
　         (c)単車通学を許可された者は、保護者同意の上で単車運転免許受験願書を
学校に提出し、学校の指示に従って受験すること。
(d)通学用単車は、５０ｃｃの原付自転車に限定し（スクータータイプ又は
カブに限る。クラッチのついたスポーツタイプは認めない）
免許も原付に限定する。
(ク)　免許取得について
　　　   　単車免許を希望するにあたり、前項の条件に加え以下の手続きを正確に完了する
こと。
(a)「単車通学希望調査」を提出し学校側の審査を受ける。
(b) 単車通学希望生集会に保護者と共に参加する。
(c) 単車通学希望生集会で説明を受けた事項を守る。
(d) 高校入学後１６歳の誕生日を迎えた以降の長期休業中（春休み・夏休み・
冬休み）に限り、単車運転免許の受験を許可する。
ただし指定した運転免許受験日以降に誕生日を迎えた者については次の長期
休業中の受験となる。
(e) 運転免許受験に合格した後、学校が指定する自動車学校および指定日に、
実技講習を受講すること。
(f) 単車通学に関する書類（単車通学許可願い）の提出を完了する。
(a)～(f)を完了した翌日以降の新学期より、単車通学を許可する。
(ケ)　実技講習会について  
単車通学許可後、卒業するまでの間に「実技講習会」を指定された期日に指定
された自動車学校で受講する。「実技講習会」については免許取得後、１学期
期末考査期間中（主に2・3生）、２学期期末考査中（主に１年生）に実施し、
年に1回の受講を義務付ける。

	★　法規・校規違反者について
 　(1) 無免許運転・無断免許取得には厳しい指導措置を加える。
 　(2) 道路交通法、本校規定違反、交通事故を起こした者については、その時の状況により
特別交通安全講習や懲戒等の指導措置を加える。
 　(3) 出席状況の良くない者については、一定期間単車通学を停止する。



(コ)　自動車通学・免許取得について
　　	　　     (a) 自動車運転による通学および自動車免許取得は禁止する。
　 　　	    (b) 無断自動車学校入校・無断免許取得は、絶対にしてはならない。
なお、無免許運転・無断自動車学校入校・無断免許取得には厳しい指導措置
を加える。
　　
②　自動車学校入校について（３年次）
(ア)　自動車学校入校については、すべてのことについて、学校教育が最優先する
ものとする。　
　　　　(イ)　自動車学校入校については、自動車学校入校説明会に保護者同伴で出席した
生徒に限り許可をする。
　　　　　(ウ)　就職内定者は、２学期成績判定後から自動車学校の入校を特別に許可する。
就職未決定者は、就職先が決まり次第、入校日を審議の上、特別に入校を許可
する。その他の生徒については、自宅学習以後に入校を許可する。
　　　　　(エ)　取得できる運転免許は、普通自動車運転免許とする。
　　　　(オ)　普通自動車運転免許交付のための学科試験の受験は、卒業式以降とする。
　　　　　(カ)　下記の事項に該当する者は、自動車学校の入校を遅らせることができる。
　　　　	　　(a) 生活指導上問題があると思われる者
　　　　	　　(b) 学期末の成績で欠点がある者
　　　　	　　(c) 以前に無断免許取得が判明した者
　　　　(キ)　下記の項目に該当する者は、自動車学校通学を差し止めることができる。
　　　　	　　(a) 生活指導上問題があると思われる者
　　　　	　　(b) 学期末の成績で欠点がある者
　　　　	　　(c) 以前に無断免許取得が判明した者
　　　　	　　(d) 欠席・遅刻が多い者（３回で一定期間差し止める）
　　　　	　　(e) 頭髪・服装が悪い者（自動車学校通学中は制服を着用）
　　　　	　　(f) 授業態度が悪い者
　　　　	　　(g) 他校生とトラブルを起こした者
　　　　(ク)　就職内定者の自動車学校での仮免試験・卒業認定試験の受験は各１回のみ公欠扱いとする。
　　　　(ケ)　定期考査の１週間前から、試験終了までは、自動車学校への通学はできない。

（３）校内外の生活
①　校内生活について
(ア)　所持品にはすべて記名し、必要以外の金銭や高価な品物は持ってこないこと。
　　　　　 (イ)　暴力行為・喫煙・飲酒等の不良行為は絶対しないこと。
(ウ)　朝のＳＨＲが始まる８時２０分までに登校すること。
(エ)　登校してから放課後まで、無断で外出・早退はしないこと。外出・早退する
場合は、必ず担任に届け出て、許可証を受け取って外出・早退すること。
(オ)　下校時間は、１９時である。また、部活動生も１９時３０分までに完全下校
すること。
(カ)　校舎、校具の使用・取り扱いは丁寧にし、破損の場合はその状況により個人が
弁償しなければならない。
（キ）原則、自分が出したごみ等は各自で持ち帰る。
（ク）ペットボトル・ジュース缶等は、所定のゴミ箱に捨てる※教室等に放置しない！
②　校外生活について
(ア)　夜間外出・外泊は原則として禁止する。（保護者同伴の場合は別）
　　　	　　(イ)　海外旅行はホームルーム担任に届け出ること。
　　　	　　(ウ)　パチンコ店・カラオケ店等風紀上好ましくない場所への出入りを禁止する。
　　　	　　(エ)　無免許運転、飲酒・喫煙や薬物・毒物の吸引は絶対にしないこと。
(オ)  携帯電話・スマートフォンやＰＣでの有害サイトへのアクセス、ブログ・
プロフ等への誹謗・中傷の書き込み、メール・ゲームサイトへの不正アクセス等
を絶対にしないこと。


③　アルバイトについて
すべてのことについて学校教育が最優先することを条件に、以下の範囲で特別に
許可する。
(ア)  長期休業中のアルバイト：事業者より学校へ許可申請（募集）があったものに
限り許可をする。ただし、休業期間の半分を越えない期間とする。
(a) アルバイトを希望する場合は、保護者を通してホームルーム担任に、許可願および内容確認書（仕事内容、就業時間等）を提出し、許可を受けること。
(b) 就業時間は、夏２０時・冬１９時までとする。
　　　　	(c) アルバイト中は許可証を常に携帯し、いつでも提示できるようにすること。
(d) アルバイト報告書を提出すること。
[bookmark: _Hlk216256506](イ)　平日のアルバイト：原則として禁止する。ただし、家庭の著しい経済的困窮等の特殊事情により、保護者から申し出があった場合は、審議をした上で、授業態度や出席状況等学校生活全般において問題がない場合に限り、学業に支障のない範囲で許可する。

(a) 保護者から許可申請書の提出がなされること。
(b) 許可される生徒は保護者とともに許可についての説明を受け、必要書類
（誓約書・雇用契約確認書）を提出し、許可を受けること。
(c) 就業時間は２０時までとする。
　　　　	  (d) 単車使用の仕事、酒類の提供が主な飲食業、危険な作業等労働基準法で規制
のある業種・職場でのアルバイトは禁止する。
　　　　       (e) アルバイト中は許可証を常に携帯し、いつでも提示できるようにすること。
　　　　       (f) アルバイト報告書を提出すること。
　　　　       (g) 学業成績・授業態度や出席状況等学校生活全般において問題がないこと。
[bookmark: _Hlk216076061]  　  　       (h) 労働基準法・本校就労規則【(c)(d)(e)(f)(g)】に違反したときは許可を
取り消す。
④　スマートフォン・携帯電話について
　　      (ア)　校内への持ち込みについては、届け出許可制とする。
　　      (イ)　学校敷地内に入る前に電源を切り、常に鞄の中に入れておく。敷地内では原則
使用禁止。
　　      (ウ)　保管・管理は、自己責任で行う。（盗難等については、学校は責任を持たない）
　　      (エ)　学校敷地内では『ルール』を守り、敷地外では『マナー』を遵守する。
(オ)　保護者に連絡をする際は、許可を受けること。また部活動中の使用においては
顧問の許可を受け、指導に従うこと。 
　　　      (カ)　学校敷地内での使用があった場合、一旦預かるものとする。指導を受けた後返却する。
(キ)　自転車運転中の使用は、禁止。危険であり、道路交通法違反である。
　　　      (ク)　悪質な書き込みや不正使用等の行為は禁止する。
　　　      (ケ)　考査中の使用や所持は、不正行為とみなす。廊下での呼び出し音が鳴った場合は預かり指導とする。
 　　      (コ)　スマーフォン・携帯電話の使用について情報モラルやマナー教育を実施する。
⑤　校内掲示物について
　　　      教室以外の校内に掲示する場合は、生徒指導部の検印を必要とする。
ただし、職員室・事務室等職員に関するものは除く。

（４）生徒指導措置に関する事項
　　　   本校生徒で生徒指導諸規定または法令に違反した者は、必要な指導措置をとる。

